
東京都千代田区神田東松下町１２－７

名
称

賃
料

沿
線
募
集

利
用

◇２年契約、更新可
◇更新料：

新賃料の１ヶ月＋１０，０００円＋税
◇利用者：免許証、車検証
＋＋＋＋＋＋＋
法人契約時
◆申込法人の登記簿謄本
◆利用者の運転免許証
◆車検証のコピー

★初期費用★
①保証金 ②前家賃 ③保証会社使用料 ④仲介手数料５０％

東京都知事（８）
 ４８５９７号

〒171-0014東京都
豊島区池袋2-65-1ﾌﾟﾗｻﾞﾌｪﾘｽ10階

■
取
引
態
様

代
理

■
手
数
料

貸主元付

借主客付

％0000

100100

※現況最優先

◆ 定休日：毎週水曜日 ◆

客付業者様へ 手数料
負担の割合

手数料
配分の割合

％

％

％

広告掲載可

作成日

https://alps-jutaku.es-b2b.com/

2017年3月28日

山手線「神田」駅 歩４分

４番・５番・１１番・１２番・１４番
１５番・２１番・２６番・２８番・３０番

即可

礼金０ヶ月敷金０ヶ月
保証金３５，０００円＋税

TEL ０５０－３１８８－６３１９
FAX ０３－５９９２－８７７７

≪保証会社≫ ＊＊＊全保連＊＊＊

保証料：賃料の８０％（初回のみ）
振込日：毎月２８日

１

とうしょう

Google Maps推奨※保証金は解約時債務等精算して返金となります

【必須】
車検証のサイズ内である事が絶対条件です

車種によってはサイズ内であっても
入庫の確約はできません

２４時間
利用可能


